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ごあいさつ 

 

教育基本法（平成18年12月）の改正を受けて、その理念を踏まえた教育三法の一部改正、

新しい学習指導要領の告示、そして「教育振興基本計画」の策定など、現在の社会環境から先

を見据えた教育の重要な改革が行われています。 

多可町教育委員会においても、「こころ豊かで（優しさと思いやり）、かしこい・そして心身

ともにたくましい人づくり」を目指すために毎年、重点施策を策定し取り組んでいるところで

あります。 

このたび地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）の一部改正（平成１９年６

月）が行われ、平成２０年４月１日から「教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出す

るとともに公表しなければならないこと」とされました。 

また、点検及び評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用する

こととしています。 

これを受けて多可町教育委員会では、同法の趣旨に基づき平成２０年度の教育行政の執行状

況を「事務事業評価シート」で自己点検及び評価し、その結果を学識経験者に見ていただき、

その評価内容の客観性の検証と、改善に対する助言を講評としていただくこととしました。 

今後、この評価結果を多可町の教育行政サービスの資質の向上と効率化の実現、徹底したコ

スト削減を進めるとともに、町民の皆様への説明責任を果たすため、このたび報告書にまとめ

ました。 

町民の皆様に、各事業がどのように展開され、どのような進捗状況であるかをお示しし、広

くご意見をいただくによって、開かれた教育委員会を実現してまいりたいと考えておりますの

で、今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

平成２１年６月 

 

 

多可町教育委員会 

 
 

 

 

 



はじめに 

○点検評価の対象 

 点検・評価の対象は、平成２０年度多可町の教育重点施策の３３事務・事業としています。 

 

○点検・評価の方法 

 点検・評価にあたっては、多可町総合計画の位置づけと、ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ，Ｄｏ，Ｃｈ

ｅｃｋ，Ａｃｔｉｏｎ）方式で、各事務・事業を「事務事業評価シート」を５段階評価により

自己点検、評価しました。そのシートを評価委員に確認していただき、意見もいただきました。 

 また、点検・評価に客観性を持たせるため、教育に関して学識経験を有する方に講評をいた

だき、「平成２０年度多可町教育委員会事務事業評価票」を作成しました。 

  評 価 値 

 

 

 

 

○評価委員 

  盛 田 義 宣  浄土宗西山派宗会議員、多可町社会福祉協議会副会長、加美区地域協 

議会委員、元小・中学校長、元人権啓発推進専門員 

  常 隂 則 之  兵庫県立舞子高等学校長（前兵庫県立多可高等学校長） 

 

○点検・評価の構成 

 １．項目 

点検・評価の対象を「平成２０年度多可町の教育重点施策」の大きな柱４つを基に３３

項目を点検、評価しました。 

 ２．事務事業名等 

   主な施策、事務事業名を掲げています。 

 ３．事業内容・実施状況 

   事務事業評価シートに記載。 

 ４．評価 

   平成２０年度の取り組みについて、第１段階として内部で点検・評価し、そのシートを 

基に外部評価委員による意見、講評をいただきました。  

 

○公  表 

 平成２１年６月の議会へ提出し、また多可町ホームページへ掲載し、町民の皆様への公表と

させていただきます。 

５ 目標の達成を大きく上回って達成されている 

４ 目標以上に達成されている 

３ 目標は達成されている 

２ 目標の達成がやや不十分である 

１ 目標の達成が不十分である 


